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開会 午前 ９時０４分 

 

木村議長     それでは、ただいまより寒河江市農業委員会第５回総会を

開催します。よろしくお願いします。 

         初めに、総会の成立についてですが、本日の出席者は総委

員数１８名中、出席委員１８名で、在任委員の全委員が出席

しておりますので、総会は成立します。 

 

木村議長     次に、「議事録署名委員の選任」ですが、恒例によりまし

て議長に一任いただけますでしょうか。 

 

         （「異議なし」の声あり） 

 

木村議長     それでは、２番・土田委員、９番・影沢委員にお願いしま

す。 

 

木村議長     次に、「書記任命」ですが、菊地主査にお願いします。 

 

木村議長     次に、「報告事項」ですが、事務局から報告をお願いしま

す。事務局。 

 

事務局（農地係主事） はい、議長。 

         事務局から報告させていただきます。 

 

         （報告事項朗読） 

 

木村議長     ただいまの報告について質問はございませんか。 

 

         （発言なし） 
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木村議長     ないようですので、ほかに事務局からありますか。 

 

事務局（農地係主事） 特にありません。 

 

木村議長     それでは、早速議事に入ります。 

         議第１９号から議第２３号までの議案について一括上程し

ます。 

         （１）議第１９号「事業計画変更申請書の審議について」 

         （２）議第２０号「農地法第３条の規定による許可処分に 

                 ついて」 

         （３）議第２１号「農地法第４条第１項の規定による許可 

                 申請書の審議について 

         （４）議第２２号「農地法第５条第１項の規定による許可 

                 申請書の審議について」 

         （５）議第２３号「農用地利用集積計画書の審議につい 

                 て」 

         以上、議第１９号から議第２３号まで一括上程します。 

         ここで、先日開催されました事前審査会の報告を求めます。

菅井会長職務代理者、報告をお願いします。菅井会長職務代

理者。 

 

菅井会長職務代理者 はい、議長。１７番、菅井です。 

         去る５月２０日に開催されました事前審査会の報告を行い

ます。 

         今回の事前審査会では、総会に係る案件について、各地区

担当委員及び農地利用最適化推進委員による調査結果の報告

に基づく審査を行いました。いずれの案件にしても、計画書

のとおりであれば問題はないと判断しました。 

         なお、事前審査会における現地調査につきましては、この

たびは案件がございませんでした。 
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         以上でありますが、各地区における十分な審査をお願いし

まして、事前審査会の報告とさせていただきます。 

         以上です。 

 

木村議長     ご苦労さまでした。 

         ただいまから地区審査に入ります。審査時間は３０分程度

としまして、９時４５分までとします。 

         それでは、地区審査の間、暫時休憩いたします。 

 

 休憩 午前   ９時１０分 

 

 再開 午前   ９時４１分 

 

木村議長     それでは、休憩を閉じまして議事を再開します。 

         初めに、議第１９号「事業計画変更申請書の審議につい

て」、地区担当委員より議案の朗読と現地調査の結果、地区

審査結果の報告をお願いします。 

         西根・三泉地区、芳賀委員、お願いします。芳賀委員。 

 

芳賀委員     はい、議長。７番、芳賀です。 

         議第１９号の事業計画変更についての審査でございます。 

         ５ページお開きください。 

 

         （議案書順位２番朗読） 

 

         ここにつきましては、平安典礼と、それから西根の石川寺

というお寺がありますけれども、その間に住宅地があります。

その住宅地の中にぽつっとまだ空き地的に残っているところ

がありまして、その現場ということになりまして、転用に関

してはほぼ完了されている状況ではありますけれども、事業
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計画がまだ完了していないということで、○○○○に承継し

たいという話でございました。 

         これにつきましての現地調査を５月１４日、土田委員、そ

れから斎藤推進委員と確認してまいりまして、何ら問題ない

だろうということで判断してまいりました。 

         以上でございます。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局から説

明をお願いします。事務局。 

 

事務局（農地主査） はい、議長。 

         事業計画変更の順位２番につきましては、先ほど説明があ

ったとおり事業計画者の変更となっております。目的は、変

更前と同じく個人住宅建築用敷地への転用であります。申請

地は都市計画区域内の用途地域がついている農地でありまし

て、第３種農地と判断します。第３種農地は原則許可ですの

で、農地区分と転用目的は問題ないと考えています。 

         なお、議第２２号、農地法第５条での審議もよろしくお願

いします。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 
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         議第１９号「事業計画変更申請書の審議について」、原案

のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第１９号は原案のとおり決定いたし

ました。 

 

木村議長     次に、議第２０号「農地法第３条の規定による許可処分に

ついて」、地区担当委員より議案の朗読と現地調査の結果、

地区審査結果の報告をお願いします。 

         初めに、寒河江・南部地区、渡辺委員、お願いします。渡

辺委員。 

 

渡辺委員     はい、議長。３番、渡辺です。 

         議第２０号「農地法第３条の規定による許可処分につい

て」。 

         ７ページをお開きください。 

 

         （議案書順位１６番朗読） 

 

         土地は３筆ございますが、上川原１９７番の樹園地は、１

１２号をまっすぐ行って警察を過ぎたあたりのところの右側

の樹園地になります。この園地は、両脇をこの○○○○の樹

園地に挟まれた一画の２０４平米になります。その１１２号

を挟んで反対側にある５００平米の土地も、こちらサクラン

ボ畑で、○○○○がサクランボをやるということで、何ら問

題ないと見てきました。 

         中央２丁目のほうは、○○○○の自宅の裏の農地になりま

す。こちらも、この○○○○８９歳なんですが、この人の前
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の代からの賃貸契約があった状態だったということで、労力

不足と経営規模の拡大ということで、地区審査及び事前審査

会でも問題ありませんでした。 

         以上です。 

 

         （議案書順位１７番、１８番朗読） 

 

         こちら、耕作放棄地になっておりまして、菅井代理及び小

野推進委員さんに動いていただきまして、耕作放棄地の解消

ということでこちらの○○○○にお貸しいただくということ

で、労力不足と経営規模の拡大ということで、何ら問題ない

ということです。景観がきれいになって、かえっていいこと

だなと思っております。 

         次の１８番も寒河江市砂川原で、こちらの続き地になりま

す。こちらも耕作放棄地で、一面がきれいになるということ

で非常にいいことだなということで、地区審査、事前審査会

でも問題ございませんでした。 

 

         （議案書順位２０番から２４番朗読） 

 

         こちらは一括です。 

         こちら、田代のほうに向かって留場の集落がありまして、

留場の集落がありましたら沢のほうにずっと下りていって一

番下のほうになります。本当に沢の近くの田んぼになります。 

         この辺はまだ１筆だけ去年まで耕作していたということで、

ほかの７筆に関しては耕作放棄地状態であったということで

ございます。 

         こちら、買主さんが全部ビー・エム・エフさんということ

で、ビー・エム・エフさんでも農業部門２人ほど増やして、

こちらにはネマガリタケやモウソウダケを植えるということ
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で申請をいただいている。 

         こちらの案件、先月の総会の後、白岩地区の委員さん及び

推進委員さんの方５名で現地調査していただいて、なお確認

のため、属人地である寒河江地区で確認を今回したというこ

とです。 

         こちらの案件、全部１６日に片桐委員、小野推進委員と一

緒に見て回りました。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、西根・三泉地区、芳賀委員、お願いします。芳賀

委員。 

 

芳賀委員     はい、議長。７番、芳賀です。 

 

         （議案書順位１５番朗読） 

 

         この場所につきましては、親水公園の南側に水田が二割り

ほどあります。その親水公園の２００メートル南側に行きま

すと、八鍬東の樹園地が点在しているというところになりま

すけれども、そこの一画にその現地があるということでござ

います。その譲渡人の○○○○の園地と譲受人の○○○○の   

園地が隣接しておりまして、○○○○のほうでも規模拡大の

ためにどこかないかという話が前からありまして、好条件の

畑ではないかなと見てまいりました。 

         これにつきましては、５月１４日に土田委員と斎藤推進委

員で確認してまいりました。規模拡大にも好条件であるしと

いうことで、地区審査、それから事前審査でも異議ございま

せんでした。 

         以上でございます。 
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木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、柴橋地区、大泉委員、お願いします。大泉委員。 

 

大泉委員     はい、議長。８番、大泉です。 

         農地法第３条の規定による許可処分について。 

         ７ページをご覧ください。 

 

         （議案書順位１４番朗読） 

 

         譲渡人、譲受人の両方の先代が売買していたんですが、農

地法の許可を得ていなかったということで、代金は当時支払

い済み。そのため、対価はなし。現在も譲受人が耕作してい

る。 

         場所は、国道４５８号線の中郷バイパスを大江方面に向か

い、鈴亭そば屋さんの前の道路向かい側にある山道を南に約

１キロメートルぐらい入ったところで、車１台がやっと通れ

るところでありました。 

         先日１３日に、私と後藤委員と熊坂推進委員、３人で現地

調査を行いました。申請どおりであれば何ら問題ないと判断

してまいりました。 

         事前審査でも異議はありませんでした。 

 

         （議案書順位１９番朗読） 

 

         申請地というのは、平成３年、当時建築業を営んでいた譲

渡人が資材倉庫建築用地として第５条の許可で所有権移転し

たものの、計画が完了しないまま現在に至るとのことで、地

目は公簿、現況ともに畑のため、今回は第３条で所有権移転

を行うということです。 
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         場所は、寒河江市金谷の柴橋地区公民館の東側の菅野板金

屋さんの向かい側の土地で、譲受人の○○○○の畑になりま

す。この譲受人の○○○○と○○○○は隣同士でありますの

で、申請どおりであれば何ら問題ないとして、先日１４日、

私と奥山委員と渡辺推進委員の３人で現地調査を行いました。 

         事前審査でも異議はありませんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、高松・醍醐地区、猪倉委員、お願いします。 

 

猪倉委員     はい、議長。１３番、猪倉です。 

         農地法第３条、９ページをご覧ください。 

 

         （議案書順位２５番朗読） 

 

         貸人の○○○○と借人の○○○○は親子であります。 

         この場所につきまして、影沢委員、相原委員、川越推進委

員と私４人で、２時間ばかり歩いて現地を見てまいりました。

計１８か所に分かれておりまして、大字八鍬は米沢山岸線に

点在しておりました。大字米沢は、陵西中学校の国道を挟ん

で２か所に分散しておりました。大字谷沢８筆は、国道４５

８号線からちょっと左沢に入ったところにありました。これ

も８筆とありますけれども、細かくなっておりました。 

         これにつきまして、申請事由にもございます、息子さんが

法人を設立するために○○○○から法人に貸付けということ

で、現地を見てまいりましたけれども、これにつきまして、

このまま息子さんに譲り経営するのであれば問題なかろうと

見てきました。 

         地区審査においても意見は別にございませんでした。 
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         以上でございます。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局から説

明をお願いします。事務局。 

 

事務局（農地主査） はい、議長。 

         順位１４番から２５番までの案件につきまして、農地法第

３条調査書に基づく調査の結果、農地法第３条第２項各号に

は該当しないことが確認されました。許可要件の全てを満た

していると考えます。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第２０号「農地法第３条の規定による許可処分につい

て」、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第２０号は原案のとおり決定いたし

ました。 
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木村議長     次に、議第２１号「農地法第４条第１項の規定による許可

申請書の審議について」、地区担当委員より議案の朗読と現地

調査の結果、地区審査結果の報告をお願いします。 

         柴橋地区、大泉委員、お願いします。大泉委員。 

 

大泉委員     はい、議長。８番、大泉です。 

         農地法第４条第１項の規定による許可申請書の審議につい

て」。 

         １１ページお願いします。 

 

         （議案書順位３番朗読） 

 

         申請事由といたしまして、現在の居住地の南側に位置する

侵入通路の道幅が狭いため、とても利便性が悪く、また安全

面からも問題があると感じており、新たにそれを設置するも

のであるということです。 

         場所は、陵南中を西に向かい、県道２４号線金谷バイパス

の、金谷の稲荷神社から２００メートルほど大江方面に向か

った左側になります。 

         先日１４日、私と奥山委員と渡辺推進委員の３人で現地調

査を行い、申請どおりであれば何も問題ないと判断してまい

りました。 

         なお、事前審査でも異議はありませんでした。 

 

         （議案書順位４番朗読） 

 

         申請事由といたしまして、今から２０年以上前、当時建築

確認申請をする場所ではなかったため、農地とは知らずに自

宅のそばに農機具置場兼倉庫を建ててしまったということで、

自宅を増改築しようと計画したところ、申請地の地目が田で
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あることがわかり建築申請をすることができないことが判明

し、急遽農地転用申請をすることになった。 

         場所は、柴橋小学校から南に向かい、此の木橋を渡ってす

ぐの十字路を旧平塩中郷線の道路を平塩方面に行き、２００

メートル行ったところで、先日１３日、私と後藤委員と熊坂

推進委員の３人で現地調査を行い、申請どおりであれば何ら

問題ないと判断して、事前審査会でも異議ありませんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございます。 

         続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局から説

明をお願いします。事務局。 

 

事務局（農地主査） はい、議長。 

         順位３番につきまして、申請地は農用地区域内で１０ヘク

タール以上の規模の一団の農地の区域内にあるため、第１種

農地と判断します。第１種農地は原則許可されませんが、こ

のケースにつきましては、当該目的は集落に接続して設置す

るもので、日常生活で必要な施設であり、代替性を検討して

もらった結果、代替性も認められないため、計画どおりであ

れば、農地区分の立地基準を満たしており、転用目的も問題

ないと考えます。 

         また、農地転用許可一般基準調書に基づく調査の結果、不

適な事項はなく、問題ありませんでした。 

         順位４番につきましては、先ほど説明があったとおり追認

の農用申請になっております。このたびの母屋の増改築、建

て替えに併せまして、違反状態を解消するために追認の転用

申請を行うものです。申請地は同じく農用地区域内で、１０

ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にあるので、第

１種農地と判断します。同じく原則許可はされませんけれど
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も、当該目的は集落に接続して設置する日常生活で必要な施

設であり、ほかに代わりとなる農地もなく、計画どおりであ

れば、違反状態を解消するものであり、やむを得ないと判断

します。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第２１号「農地法第４条第１項の規定による許可申請書

の審議について」、原案のとおり決定することに賛成の方の

挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第２１号は原案のとおり許可相当と

して県知事に意見を送付いたします。 

 

 

木村議長     次に、議第２２号「農地法第５条第１項の規定による許可

申請書の審議について」、地区担当委員より議案の朗読と現地

調査の結果、地区審査結果の報告をお願いします。 

         寒河江・南部地区、渡辺委員、お願いします。渡辺委員。 

 

渡辺委員     はい、議長。３番、渡辺です。 
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         議第２２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書

の審議について」。 

         １３ページをお開きください。 

 

         （議案書順位１０番朗読） 

 

         こちら、場所は古澤酒造さんとマックスバリューさんの間

にある○○○○の自宅の裏側に、表も道路、裏も道路になっ

ているんですが、裏側にある農地になります。こちらの裏の

ほうに息子さんの○○○○が自宅を建てるということで、申

請どおりであれば何ら問題ないと見てきました。 

         改良区の意見も可でございます。 

 

         （議案書順位１１番朗読） 

 

         こちら、ヤマザワ寒河江プラザ店さんの北側に警察の官舎、

公務員の宿舎がございます。そちらとヤマザワさんの裏の間

になります。ネッツトヨタさんの裏になるのかな。こちらの

住まいるーむ情報館さんの駐車場として使用するということ

で、住宅地の中の一画の農地でありまして、何も問題もない

と見てきました。 

         改良区の意見も可です。 

 

         （議案書順位１３番朗読） 

 

         こちら、仲谷地２丁目ということで、住宅地の中の農地に

なります。今現在、何も植わっていない農地です。だから、

雑種地みたいな感じになっております。場所といたしまして

は、高瀬山のほうから陵南中学校に向かってカーブを過ぎて

左に曲がるところを右に曲がった最初の交差点の角地になり
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ます。こちらも先ほども言いましたが住宅地の中の農地であ

りまして、何ら問題ないと見てきました。 

         改良区の意見も可です。 

 

         （議案書順位１５番朗読） 

 

         こちら、場所がこの○○○○の自宅の裏側になります。場

所といたしまして、石山鉄工所の本店というと皆さん分かる

と思いますが、そこに栄町の公園がございまして、そこの交

差点を寒河江駅のほうに向かって１軒目、右側にあるのが○

○○○の自宅になります。こちらの脇に古い道路があるんで

すが、その裏にまた住宅がありまして、その次の農地になり

ます。こちら、今サクランボが植栽されておりますが、住宅

地の中の農地でございますし、何ら問題ないと、１６日に現

地調査といたしまして片桐委員、小野推進委員と一緒に見て

回りました。 

         事前審査会及び地区審査会でも問題ございませんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ご苦労さまでした。 

         続いて、西根・三泉地区、芳賀委員、お願いします。芳賀

委員。 

 

芳賀委員     はい、議長。７番、芳賀です。 

 

         （議案書順位１４番朗読） 

 

         先ほど議第１９号でご説明した内容で、１９号では事業計

画の変更ということで、承継人が○○○○ということでの承

認をいただいたところであります。そこの土地を、所有権を
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移転するという案件になります。 

         場所についてもご説明したとおりでございまして、住宅地

の中にぽつんと畑というか、まだ未完成の造成の土地がある

ということで、周辺にも農地がないということで何ら影響も

ないだろうということでございまして、地区審査でも異議ご

ざいませんでした。 

 

         （議案書順位１６番朗読） 

 

         おじさん、甥っ子という関係になります。 

         場所につきましては、寒河江警察署の南側ということにな

りまして、寒河江警察署の裏側といったらいいんでしょうか。

ということになります。そこにつきましては第３種農地とい

うことになっておりますので、ここに住宅を建てたいという

ことであります。 

         これも５月１４日に土田委員、それから斎藤推進委員と現

地を確認してまいりました。現地の南側にサクランボがござ

いますけれども、そこもちょっと心配なところがあったわけ

ですけれども、通路を確保するということがありましたので、

それであればいいだろうということで私たちも確認してまい

ったところです。 

         なお、地区審査等でも異議がございませんでした。 

         以上でございます。 

 

木村議長     ありがとうございます。 

         続いて、柴橋地区、大泉委員、お願いします。大泉委員。 

 

大泉委員     はい、議長。８番、大泉です。 

         農地法第５条第１項の規定による許可申請書の審議につい

て。 
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         １３ページお開きください。 

 

         （議案書順位１２番朗読） 

 

         先日１４日、私と奥山委員、渡辺推進委員の３人で現地調

査を行い、申請どおりであれば何ら問題はないと判断してま

いりました。 

         なお、事前審査でも異議はありませんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局から説

明をお願いします。事務局。 

 

事務局（農地主査） はい、議長。 

         順位１２番以外、順位１０番、１１番、１３番、１４番、

１５番、１６番は、いずれの申請地も都市計画区域内の用途

地域内にある農地で、第３種農地と判断します。第３種農地

は原則許可でありますので、いずれの農地区分も目的も問題

はないと考えます。 

         順位１２番については、先ほどの農地法第４条の順位３番

と同一事業でありまして、同じ第１種農地と判断しまして、

同じ理由によりまして、計画どおりであれば、農地区分の立

地基準を満たしており、転用目的も問題ないと考えます。 

         また、いずれの案件につきましても、農地転用許可一般基

準調書に基づく調査の結果、不適な事項はなく、問題ないと

考えます。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 
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         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第２２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書

の審議について」、原案のとおり決定することに賛成の方の

挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第２２号は原案のとおり許可相当と

して県知事に意見を送付いたします。 

 

木村議長     次に、議第２３号「農用地利用集積計画書の審議について」、

地区担当委員より議案の朗読と現地調査の結果、地区審査結

果の報告をお願いします。 

         初めに、西根・三泉地区、芳賀委員、お願いします。芳賀

委員。 

 

芳賀委員     はい、議長。７番、芳賀です。 

         議第２３号「農用地利用集積計画書の審議について」、１７

ページをお開きください。 

 

         （議案書朗読） 

 

         次の集計表になりますけれども、１８ページをお開きいた

だきまして、ここにつきましては属地集計のため、地区名は
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全て高松に記載されておりますけれども、属人集計ではうち

１筆が西根地区案件となっておりますので、併せて報告いた

します。 

         地区名が西根ということで、筆数が１筆、樹園地０．１２

ヘクタールで、計０．１２ヘクタール。内訳は全て利用権設

定等促進事業になります。 

         いずれの農地も農用地区域内で、譲受人は認定新規就農者

であり、地区審査会では異議ございませんでした。 

         以上でございます。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、高松・醍醐地区、猪倉委員、お願いします。猪倉

委員。 

 

猪倉委員     はい、議長。１３番、猪倉です。 

 

         （議案書朗読） 

 

         続いて、１８ページの集計表をご覧ください。 

         属地集計のため、地区名は全て高松で記載されております

が、属人集計ではうち１筆は西根地区案件となりますので、

それを除いた６筆とも報告いたします。 

         地区名、高松、筆数４筆、畑０．１２ヘクタール、計０．

１２ヘクタール、内訳は全て利用権設定等促進事業になりま

す。 

         いずれの農地も農用地区域内で、譲受人は認定新規就農者

であり、地区審査でも異議はございませんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございます。 
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         続いて、農業経営基盤強化促進法に定められた各要件につ

いて、事務局から説明をお願いします。事務局。 

 

事務局（農地主査） はい、議長。 

         農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし

ていると考えます。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第２３号「農用地利用集積計画書の審議について」、原

案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第２３号は原案のとおり決定いたし

ました。 

 

木村議長     これで、本日上程された議案については全て議決されまし

た。 

         以上をもちまして、本日の総会を終了します。大変ご苦労

さまでした。 

 

閉会 午前１０時２４分 
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     令和３年５月２５日 
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